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（議 長） 

 ただいまから、11 月の農業委員会を開催いたします。 

(開会あいさつ) 

 本日は､付議事項として 3 議案あります。議事に入る前に議事録署名人をお願いしておき

ます、西崎委員、森委員よろしくお願いします｡ 

それでは議案第 1 号「農地の権利移動承認について」の審議に入ります。事務局からご

説明いたします。 

（事務局） 

議案書、ページ、審査書を基に説明。 

（議 長） 

まず、議案第 1号第 23 番について、担当の榎木委員よりご説明をお願いします。 

（榎木委員） 

 申請番号 23 番についてご説明いたします。譲渡人が父、譲受人が子の関係にあります。

譲受人は島外に在住しておりますが、休日に島へ帰り農地の草を刈ったり日頃から手入れ

をしています。今回の案件については贈与ということで問題ないと思いますので、皆さま

ご審議のほどよろしくお願いします。 

（議 長） 

 ありがとうございました。ただいまの申請番号 23 番の案件について、質疑等何かありま

したらよろしくお願いします。 



質疑が無いようですので、決議に移ります。 

 議案第 1 号第 23 番の案件につきまして、原案のとおりご承認いただけますか。 

（異議なしの声） 

（議 長） 

 議案第 1 号第 23 番について、原案のとおりご承認いただきました。 

続きまして申請番号 24 番について、担当の森委員よりご説明をお願いします。 

（森委員） 

 議案第 1 号第 24 番についてご説明します。譲受人に話を伺ったところ、譲受人の妻と譲

渡人は友人で、以前より譲受人が熱心に農業をしていると聞いていたそうです。今は近所

の高齢夫婦に管理を頼んでいるが、先々隣近所に迷惑をかけることを心配していた譲渡人

から相談され、農地を引き受けることとなったそうです。遊休農地対策としては有効であ

ると考えます。特に問題ないと思いますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

（議 長） 

 ありがとうございました。ただいまの申請番号 24 番の案件について、質疑等何かありま

したらよろしくお願いします。 

質疑が無いようですので、決議に移ります。 

 議案第 1 号第 24 番の案件につきまして、原案のとおりご承認いただけますか。 

（異議なしの声） 

（議 長） 



 議案第 1 号第 24 番について、原案のとおりご承認いただきました。 

 続きまして議案第 2 号「農地の転用承認について」事務局からご説明をお願いいたしま

す。 

（事務局）   

議案書、審査書を基に説明。 

（議 長） 

 説明が終わりましたので、議案第 2号第 17 番について、担当の中村委員よりご説明をお

願いします。 

（中村委員） 

 議案第 2 号申請番号 17 番についてご説明いたします。6、7 年前から資材置場として利

用されていたようです。代表者にも会いましたが、確かに当時の許可書を持っていました。

途中で代表者が変更になったため登記等が完了しないまま現在に至ったのだと思われます。 

特に問題ないと思われますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

（議 長） 

 説明のありました 17 番の案件について質疑に入りたいと思います。何かございましたら

よろしくお願いいたします。 

質疑が無いようですので、決議に移ります。 

 議案第 2 号第 17 番について、原案のとおりご承認いただけますか。 

（異議なしの声） 



（議 長） 

 議案第 2 号第 17 番について、原案のとおりご承認いただきました。 

続きまして追加議案「農用地利用集積計画（中間管理）の承認について」事務局からご説

明をお願いいたします。 

（事務局）   

議案書、審査書を基に説明。 

（議 長） 

 説明が終わりましたので、追加議案について浜専門員にご説明をお願いします。 

（浜専門員） 

 今回の案件は令和 4 年 11 月 30 日に基盤法の契約が終了するため、新たに中間管理機構

を通して手続きを行いました。全員の譲渡人の方へ説明をし、了承を得ております。現在

もオリーブを栽培しておりますが、今後も継続しオリーブを栽培します。特に問題ないと

思われますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

（議 長） 

ただいま説明のありました案件につきまして、これより質疑に入ります。何かございま

すか。 

（西崎委員） 

 これはすべて継続ですか。 

（浜専門員） 



継続です。 

（中野委員） 

 現地は現在もオリーブを栽培していますか。 

（浜専門員） 

栽培しています。 

（議 長） 

他にないようですので、決議に移ります。 

 追加議案について、原案のとおりご承認いただけますか。 

（異議なしの声） 

（議 長） 

 追加議案について、原案のとおりご承認いただきました。 

協議・報告事項は、以上です。 

 皆さまから何かありませんか。 

 なければ、これで閉会とします。本日はありがとうございました。 

 

閉会時刻 14 時 00 分 

  議事録署名人   議    長 三村 康 

           議事録署名人 西崎 幸人 

           議事録署名人 森 和志 


